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 各務原市附属機関設置条例を次のように定めるものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるため、この条例を定めようとする。 
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   各務原市附属機関設置条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項及び第２０２条の３第１項並びに地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規定に基づく附属機関の設置等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 市の執行機関等（執行機関並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長をいう。以下同じ。）は、別表第１の執行機関等の欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を置くほか、担任する事務に応じ、

それぞれ別表第２の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を置くことができる。 

 （所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第１及び別表第２の所掌事務の欄に掲

げるとおりとする。 

 （組織） 

第４条 附属機関は、それぞれ別表第１及び別表第２の委員の定数の欄に掲げる数以

内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、別表第１及び別表第２の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、それぞ

れ執行機関等が委嘱し、又は任命する。 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、それぞれ別表第１及び別表第２の委員の任期の欄に掲げると

おりとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長等及び副会長等） 

第６条 附属機関に、会長又は委員長（以下「会長等」という。）を置き、委員の互

選により定める。

２ 会長等は、会務を総理し、附属機関を代表する。

３ 附属機関に、副会長又は副委員長（以下「副会長等」という。）を置くことがで

きる。

４ 副会長等（副会長等を置かない附属機関にあっては、会長等があらかじめ指名す
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る者）は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第７条 附属機関の会議（以下「会議」という。）は、会長等が招集し、その議長と

なる。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱され、若しくは任命された場合

又は附属機関が新設された場合において最初に会議を開くときは、執行機関等が招

集する。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

４ 会長等は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明

又は意見を聴くことができる。

５ 会長等は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理

由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を送信し、その意見を徴

し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場

合においては、第２項及び第３項の規定を準用する。

 （部会等）

第８条 附属機関は、必要に応じ部会その他これに類する組織を置くことができる。

（守秘義務） 

第９条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項

は、会長等が当該附属機関に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（各務原市特別職報酬等審議会条例等の廃止）

２ 次に掲げる条例は、廃止する。
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（１）各務原市特別職報酬等審議会条例（昭和３９年条例第４６号）

（２）各務原市特定空家等審査会条例（平成３０年条例第３号）

（３）各務原市総合計画審議会条例（昭和４７年条例第６号）

（４）各務原市公害対策審議会条例（昭和４２年条例第８号）

（５）各務原市障害者施策推進協議会条例（平成１９年条例第１１号）

（６）各務原市子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第３７号）

（７）各務原市上下水道事業経営審議会条例（昭和４８年条例第１７号）

（８）各務原市史編さん委員会条例（令和３年条例第１８号）

（経過措置）

３ この条例の施行の際、現に別表第１又は別表第２に掲げる附属機関に相当する合

議体（以下「従前の附属機関等」という。）の委員等である者は、この条例の施行

の日に、それぞれ当該別表第１又は別表第２に掲げる附属機関（以下「新附属機関」

という。）の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合におい

て、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第５条第１項

の規定にかかわらず、同日における従前の附属機関等の委員等としての任期の残任

期間と同一の期間とする。

４ この条例の施行の際、現に従前の附属機関等の会長等又は副会長等である者は、

この条例の施行の日にそれぞれ新附属機関の会長等又は副会長等として定められた

ものとみなす。

５ この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていない

ものは、それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属

機関等がした審査、調査審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした審査、調

査審議その他の手続とみなす。

（各務原市総合計画策定条例の一部改正）

６ 各務原市総合計画策定条例（平成２５年条例第４１号）の一部を次のように改正

する。

第４条中「各務原市総合計画審議会条例（昭和４７年条例第６号）に規定する」

を「各務原市附属機関設置条例（令和３年条例第  号）別表第１に掲げる」に改

める。

（各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

の一部改正）
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７ 各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例

（平成２６年条例第４２号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第１４０条の６６第１号ロ（２）

に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ」を「各務原市附属

機関設置条例（令和３年条例第  号）別表第１に掲げる各務原市地域包括支援セ

ンター運営協議会（以下「運営協議会」という」に改める。

第４条第１号ウ中「省令」を「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）」に改め、同条第２号中「地域包括支援センター運営協議会」を「運営協議会」

に改める。

（各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正）

８ 各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６

年条例第４３号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１号中「地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則（平

成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号ロ（２）に規定する地域包括

支援センター運営協議会をいう。）」を「各務原市附属機関設置条例（令和３年条

例第  号）別表第１に掲げる各務原市地域包括支援センター運営協議会」に改める。

別表第１（第２条―第５条関係）

執行 

機関等
附属機関 所掌事務 

委員の

定数 
委員の構成 

委員の 

任期 

市長 各務原市

特別職報

酬等審議

会 

市議会の議員の議員報

酬及び政務活動費の額

並びに市長、副市長及

び教育長の給料の額に

ついて調査審議するこ

と。 

８人 （１）市内の公共的団体等の

代表者 

（２）市民 

委嘱の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

特定空家

等審査会

空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成

２６年法律第１２７

号）第２条第２項に規

定する特定空家等に該

当するかどうか及び同

法第６条第２項第６号

６人 （１）学識経験を有する者 

（２）関係行政機関の職員 

（３）その他市長が適当と認

める者 

２年 
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に規定する特定空家等

に対する措置の実施に

ついて審査し、その他

空家等に関する施策に

ついて調査審議するこ

と。 

 各務原市

まちづく

り活動助

成金審査

会 

まちづくり活動助成事

業の採択について審査

すること。 

５人 （１）学識経験を有する者 

（２）地域団体及び市民活動

団体の役員等 

（３）その他市長が適当と認

める者 

１年 

 各務原市

総合計画

審議会 

各務原市総合計画の基

本構想及び基本計画の

策定及び変更について

必要な事項を調査審議

すること。 

２５人（１）学識経験を有する者 

（２）公共的団体の役員等 

（３）教育委員会の委員 

（４）農業委員会の委員 

（５）関係行政機関の職員 

（６）その他市長が適当と認

める者 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

指定管理

者選定評

価監視委

員会 

地方自治法第２４４条

の２第３項に規定する

指定管理者（以下「指

定管理者」という。）

の候補者の選定につい

て審査し、及び指定管

理者が行った公の施設

の管理に係る評価につ

いて調査審議するこ

と。 

６人 （１）公の施設の適正な管理

に関し優れた識見を有

する者 

（２）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から審査

又は調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

ネーミン

グ ラ イ

ツ・パー

トナー選

定委員会

市の施設等に通称を命

名する権利を付与する

事業者の選定について

審査すること。 

６人 （１）当該施設等の利用団体

等の代表者 

（２）市の職員 

（３）その他市長が適当と認

める者 

委嘱又は

任命の日

から審査

が終了す

るまで 

 各務原市

入札監視

委員会 

建設工事に係る入札及

び契約の透明性並びに

公正な競争の確保に必

要な事項を調査審議

し、並びに建設工事の

入札及び契約手続に係

る再苦情の申立てにつ

いて審査すること。 

５人 （１）学識経験を有する者 

（２）その他市長が適当と認

める者 

２年 

 各務原市公害対策の基本方針の１０人（１）学識経験を有する者 ２年 
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公害対策

審議会 

策定及び変更に必要な

事項並びに公害の予防

対策及び被害対策につ

いて調査審議するこ

と。 

（２）市内の事業所に勤務す

る者 

（３）市議会の議員 

 各務原市

環境市民

会議 

環境の保全及び持続可

能な社会に向けた取組

について調査審議し、

及び評価し、並びに市

の環境の現状について

提言すること。 

９人 （１）学識経験を有する者 

（２）地域において環境に関

する活動を行う団体の

役員等 

（３）市内の事業所に勤務す

る者 

（４）市民 

２年 

 各務原市

アルゼン

チンアリ

防除対策

協議会 

アルゼンチンアリの被

害防止対策について調

査審議すること。 

９人 （１）学識経験を有する者 

（２）アルゼンチンアリが生

息する区域の地域団体

の役員等 

（３）関係行政機関の職員 

２年 

 各務原市

地域福祉

計画策定

委員会 

社会福祉法（昭和２６

年法律第４５号）第１

０７条第１項に規定す

る市町村地域福祉計画

の策定及び変更につい

て必要な事項を調査審

議すること。 

１８人（１）学識経験を有する者 

（２）社会福祉に関する事業

等に従事する者 

（３）医療関係団体、地域団

体その他の団体の役員

等 

（４）学校教育関係者 

（５）関係行政機関の職員 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

福祉有償

運送運営

協議会 

道路運送法施行規則

（昭和２６年運輸省令

第７５号）第４９条第

２号に規定する福祉有

償運送（以下「福祉有

償運送」という。）の

必要性及び収受する対

価その他福祉有償運送

に関する事項について

調査審議すること。 

１２人（１）学識経験を有する者 

（２）道路運送法（昭和２６

年法律第１８３号）第９

条第６項第３号に規定

する一般旅客自動車運

送事業者（以下「一般旅

客自動車運送事業者」と

いう。）その他の団体の

役員等 

（３）福祉有償運送を行って

いる団体の代表者 

（４）市民 

（５）関係行政機関の職員 

２年 

 各務原市

障害者施

策推進協

議会 

障害者基本法（昭和４

５年法律第８４号）第

３６条第４項各号に掲

げる事務を処理するこ

と。 

２０人（１）学識経験を有する者 

（２）障がい者団体、医療関

係団体、地域団体その他

の団体の役員等 

（３）障がい者福祉に関する

２年 
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事業等に従事する者 

（４）市の職員 

 各務原市

障がい者

計画等策

定委員会

障害者基本法第１１条

第３項に規定する市町

村障害者計画、障害者

の日常生活及び社会生

活を総合的に支援する

ための法律（平成１７

年法律第１２３号）第

８８条第１項に規定す

る市町村障害福祉計画

及び児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４

号）第３３条の２０第

１項に規定する市町村

障害児福祉計画の策定

及び変更について必要

な事項を調査審議する

こと。 

２０人（１）学識経験を有する者 

（２）障がい者団体、医療関

係団体、地域団体その他

の団体の役員等 

（３）障がい者福祉に関する

事業等に従事する者 

（４）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

発達支援

審査会 

児童福祉法第４条第２

項に規定する障害児

（以下「障害児」とい

う。）に係る同法第２

１条の５の５第１項に

規定する障害児通所給

付費等及び障害者の日

常生活及び社会生活を

総合的に支援するため

の法律第１９条第１項

に規定する介護給付費

等の支給の要否の決定

及び変更の決定を行う

に当たって必要な事項

を審査すること。 

８人 （１）障害児の療育に関し優

れた識見を有する者 

（２）市の職員 

１年 

 各務原市

老人ホー

ム入所判

定委員会

老人福祉法（昭和３８

年法律第１３３号）第

１１条第１項第１号の

規定による養護老人ホ

ームへの入所措置及び

その継続の要否につい

て審査すること。 

６人 （１）医師 

（２）養護老人ホームの代表

者 

（３）関係行政機関の職員 

１年 

 各務原市

地域包括

介護保険法（平成９年

法律第１２３号）第１

１７人（１）保健医療関係団体、福

祉関係団体その他の団

３年 
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支援セン

ター運営

協議会 

１５条の４６第１項に

規定する地域包括支援

センター（以下「地域

包括支援センター」と

いう。）の設置及び運

営について調査審議

し、並びに運営につい

て評価すること。 

体の役員等 

（２）介護保険法第１１５条

の３２第１項に規定す

る介護サービス事業者

（以下「介護サービス事

業者」という。） 

（３）介護保険の被保険者 

 各務原市

成年後見

制度利用

促進協議

会 

各務原市成年後見支援

センターの運営につい

て調査審議し、及び評

価し、並びに成年後見

制度の利用の促進その

他認知症である者等の

権利擁護について必要

な事項を調査審議する

こと。 

１５人（１）成年後見制度に関し優

れた識見を有する者 

（２）地域包括支援センター

の職員 

（３）福祉関係団体の役員等

２年 

 各務原市

フレイル

予防推進

委員会 

要介護状態に至る前段

階で自立障害又は健康

障害を招きやすい状態

の高齢者を早期に把握

し、適切な支援へつな

げる体制の構築につい

て必要な事項を調査審

議すること。 

１７人（１）介護予防に関し優れた

識見を有する者 

（２）地域包括支援センター

の職員 

（３）福祉関係団体の職員 

（４）市民 

（５）市の職員 

（６）その他市長が適当と認

める者 

委嘱又は

任命の日

から同日

の属する

年度の末

日まで 

 各務原市

在 宅 医

療・介護

連携推進

会議 

介護保険法第１１５条

の４５第２項第４号及

び第６号に規定する事

業（以下「在宅医療・

介護連携推進事業等」

という。）の課題及び

対策について調査審議

すること。 

１６人（１）保健医療関係団体の役

員等 

（２）介護サービス事業者 

（３）在宅医療・介護連携推

進事業等に従事する者 

（４）地域包括支援センター

の職員 

（５）市の職員 

３年 

 かかみが

はら高齢

者総合プ

ラン策定

委員会 

老人福祉法第２０条の

８第１項に規定する市

町村老人福祉計画及び

介護保険法第１１７条

第１項に規定する市町

村介護保険事業計画の

策定及び変更について

必要な事項を調査審議

すること。 

１８人（１）学識経験を有する者 

（２）保健医療関係団体及び

福祉関係団体の役員等 

（３）介護サービス事業者 

（４）介護保険の被保険者 

（５）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 
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 各務原市

介護保険

地域密着

型サービ

ス等適正

運営委員

会 

介護保険法第８条第１

４項に規定する地域密

着型サービス事業及び

同法第８条の２第１２

項に規定する地域密着

型介護予防サービス事

業（以下「地域密着型

サービス事業等」とい

う。）を行う事業者の

指定その他の地域密着

型サービス事業等の運

営について必要な事項

並びに老人福祉法第２

９条第１項に規定する

有料老人ホームの適正

な運営を確保するため

に必要な事項を調査審

議すること。 

８人 （１）学識経験を有する者 

（２）医療関係団体及び福祉

関係団体の役員等 

（３）介護サービス事業者 

（４）介護保険の被保険者 

３年 

 各務原市

子ども・

子育て会

議 

子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６

５号)第７７条第１項

各号に掲げる事務を処

理すること。 

２０人（１）学識経験を有する者 

（２）地域において子育て支

援活動を行う者 

（３）子育て支援関係団体及

び医療関係団体の役員

等 

（４）学校教育関係者 

（５）事業主を代表する者 

（６）労働者を代表する者 

（７）市民 

２年 

 各務原市

子ども館

運営委員

会 

子ども館の運営につい

て必要な事項を調査審

議すること。 

１３人（１）学識経験を有する者 

（２）地域において子育て支

援活動を行う者 

（３）子ども館の利用者を代

表する者 

（４）学校教育関係者 

（５）市の職員 

１年 

 各務原市

地域型保

育事業者

選定委員

会 

子ども・子育て支援法

第２９条第１項に規定

する特定地域型保育事

業者の選定について審

査すること。 

５人 （１）学識経験を有する者 

（２）各務原市子ども・子育

て会議の委員 

（３）地域において子育て支

援活動を行う者 

（４）障がい者福祉に関する

事業に従事する者 

（５）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から審査

が終了す

るまで 
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 各務原市

予防接種

健康被害

調査委員

会 

市が実施した予防接種

により発生した健康被

害について調査審議す

ること。 

７人 （１）医療関係団体の役員等

（２）医師 

（３）関係行政機関の職員 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

健康増進

計画策定

委員会 

健康増進法（平成１４

年法律第１０３号）第

８条第２項に規定する

市町村健康増進計画の

策定及び変更について

必要な事項を調査審議

すること。 

１３人（１）保健医療関係団体及び

福祉関係団体の役員等 

（２）学校教育関係者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）その他市長が適当と認

める者 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

自殺対策

計画策定

委員会 

自殺対策基本法（平成

１８年法律第８５号）

第１３条第２項に規定

する市町村自殺対策計

画の策定及び変更につ

いて必要な事項を調査

審議すること。 

１４人（１）学識経験を有する者 

（２）保健医療関係団体、福

祉関係団体その他の団

体の役員等 

（３）学校教育関係者 

（４）関係行政機関の職員 

委嘱の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

農業振興

地域整備

促進協議

会 

農業振興地域の整備に

関する法律（昭和４４

年法律第５８号）第８

条に規定する農業振興

地域整備計画（以下「農

業振興地域整備計画」

という。）の策定及び

変更に必要な事項並び

に農業振興地域整備計

画に基づく重要な事業

の推進等について調査

審議すること。 

８人 （１）農業関係団体の代表者

（２）市議会の議員 

（３）農業委員会の委員 

（４）各務原市都市計画審議

会の会長 

３年 

 各務原市

農業委員

候補者選

考委員会

農業委員会の委員の候

補者の選考について審

査すること。 

５人 （１）農業関係団体の代表者

（２）地域団体の役員等 

（３）市の職員 

３年 

 各務原市

都市再生

整備計画

事業評価

委員会 

都市再生特別措置法

（平成１４年法律第２

２号）第４６条第１項

に規定する都市再生整

備計画の事業の評価に

関する事項について調

査審議すること。 

５人 （１）都市計画又はまちづく

りに関し優れた識見を

有する者 

（２）その他市長が適当と認

める者 

１年 
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 各務原市

都市計画

マスター

プラン策

定委員会

都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第

１８条の２第１項に規

定する基本方針の策定

及び変更について必要

な事項を調査審議する

こと。 

１２人（１）学識経験を有する者 

（２）市民又は市内の事業所

に勤務する者 

（３）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

立地適正

化計画策

定委員会

都市再生特別措置法第

８１条第１項に規定す

る立地適正化計画の策

定及び変更について必

要な事項を調査審議す

ること。 

１２人（１）学識経験を有する者 

（２）福祉関係団体、商工業

団体、一般旅客自動車運

送事業者、地域団体その

他の団体の役員等 

（３）その他市長が適当と認

める者 

委嘱の日

から調査

審議が終

了するま

で 

 各務原市

緑の基本

計画策定

委員会 

都市緑地法（昭和４８

年法律第７２号）第４

条第１項に規定する基

本計画の策定及び変更

について必要な事項を

調査審議すること。 

１２人（１）学識経験を有する者 

（２）市民又は市内の事業所

に勤務する者 

（３）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

水道事

業及び

下水道

事業の

管理者

の権限

を行う

市長 

各務原市

上下水道

事業経営

審議会 

水道事業及び下水道事

業の経営に関する重要

事項について調査審議

すること。 

１０人（１）企業経営に関し優れた

識見を有する者 

（２）市民 

２年 

教育委

員会 

各務原市

学校給食

センター

物資選定

委員会 

各務原市学校給食セン

ターにおける給食用物

資及びその購入先の選

定について審査するこ

と。 

１０人（１）学校教育関係者 

（２）市の職員 

１年 

 各務原市

特別支援

教育推進

連携協議

会 

特別支援教育の推進に

ついて必要な事項を調

査審議し、及び特別支

援教育に係る一貫した

支援体制の整備の推進

を図ること。 

８人 （１）学識経験を有する者 

（２）医療関係団体及び障が

い者団体の役員等 

（３）学校教育関係者 

（４）市の職員 

１年 

 各務原市

教育支援

委員会 

特別な支援を要する児

童生徒の就学先及び就

学後の継続的な教育支

援について調査審議す

１４人（１）学識経験を有する者 

（２）医療関係団体の役員等

（３）学校教育関係者 

（４）市の職員 

１年 
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ること。 （５）その他教育委員会が適

当と認める者 

 各務原市

学校結核

対策委員

会 

市立学校における結核

対策について必要な事

項を調査審議するこ

と。 

８人 （１）医師 

（２）学校教育関係者 

（３）関係行政機関の職員 

２年 

 各務原市

立学校職

員人事評

価苦情審

査会 

市立学校の教職員に係

る人事評価の苦情処理

の申出について審査す

ること。 

４人 （１）学識経験を有する者 

（２）教育委員会の委員 

（３）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から審査

が終了す

るまで 

 各務原市

中学生海

外派遣生

徒選考委

員会 

中学生海外派遣事業に

係る派遣生徒の選考に

ついて審査すること。

６人 （１）学識経験を有する者 

（２）教育委員会の委員 

（３）教育長 

（４）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から審査

が終了す

るまで 

 各務原市

史編さん

委員会 

各務原市史の編さんに

関する基本方針その他

の各務原市史の編さん

について必要な事項を

調査審議すること。 

８人 （１）学識経験を有する者 

（２）地域団体その他の団体

の役員等 

（３）市民 

（４）その他教育委員会が適

当と認める者 

委嘱の日

から同日

の属する

年度の翌

年度の末

日まで 

 各務原市

スポーツ

推進計画

策定委員

会 

スポーツ基本法（平成

２３年法律第７８号）

第１０条第１項に規定

する地方スポーツ推進

計画の策定及び変更に

ついて必要な事項を調

査審議すること。 

１０人（１）学識経験を有する者 

（２）スポーツ関係団体その

他の団体の役員等 

（３）教育長 

（４）学校教育関係者 

（５）市の職員 

委嘱又は

任命の日

から調査

審議が終

了するま

で 

別表第２（第２条―第５条関係）

附属機関 所掌事務 
委員の

定数 
委員の構成 委員の任期 

契約の相

手方選定

に係る委

員会 

市が発注する業務等に

係る契約の相手方の候

補者の選定について審

査すること。 

それぞ

れの委

員会ご

とに９

人 

（１）当該業務等に関し優れ

た識見を有する者 

（２）市の職員 

（３）その他執行機関等が適

当と認める者 

委嘱又は任命の

日から審査が終

了するまで 
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議第８４号 

各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 各務原市附属機関設置条例の制定に伴い、附属機関の委員の報酬を定める等のため、

この条例を定めようとする。 
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各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３８年条例第

２６号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「防災会議、国民保護協議会、生活安全推進協議会、民生委員推薦

会、農業振興地域整備促進協議会、都市計画審議会、学校給食センター運営委員会又

は少年自然の家運営委員会の委員」を「附属機関の委員その他の構成員」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬 費用弁償

教育委員会 委員 月額 ４０，０００円各務原市

職員等の

旅費に関

する条例

（昭和４

０年条例

第１２号。

以下「旅費

条例」とい

う。）に規

定する市

長等の旅

費額に相

当する額 

選挙管理委員会 委員長 月額 ２７，０００円

委員 月額 ２２，０００円

監査委員 識見を有する

監査委員 

月額 ６５，０００円

議会選出の監

査委員 

月額 ３５，０００円

監査専門委員 日額 １６，０００円

公平委員会 委員 日額 ９，５００円

農業委員会 会長 月額 １８，０００円月額報酬のほか、

年額報酬として１

６０，０００円以内

で市長が定める額 

委員 月額 １５，０００円

農地利用最適

化推進委員 

月額 １５，０００円

固定資産評価審

査委員会 

委員 日額 ９，５００円

災害弔慰金等支

給審査委員会 

委員 日額 １６，０００円旅費条例

に規定す

る８級の

職務にあ

る者の旅

費額に相

当する額 

障害支援区分認

定審査会 

委員 日額 １６，０００円

介護認定審査会 委員 日額（審

査判定

業務） 

１６，０００円

日額（審

査判定

以外の

業務） 

８，０００円

教育支援委員会 委員 日額 ７，５００円

学校結核対策委

員会 

委員 日額 １０，５００円

学校運営協議会 委員 日額 １，０００円
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スポーツ推進委員 年額 ４６，０００円

附属機関の委員その他の構成

員（別に定めるものを除く。）

日額 ６，５００円

市職員健康管理医師 年額 １００，０００円＋５５円×職員数

福祉事務所嘱託医師 月額 ６３，０００円

特別障害者手当等認定嘱託医師月額 １８，０００円

育成医療認定嘱託医師 月額 １０，０００円

保育所嘱託内科医師 年額 １８０，０００円＋８０円×児童数

保育所嘱託歯科医師 年額 １８０，０００円＋８０円×児童数

保育所嘱託薬剤師 年額 １１０，０００円＋６５円×児童数

児童扶養手当障害認定嘱託医師日額 １８，０００円

鳥獣被害対策実施隊員 年額 ７，０００円

土地区画整理評価員 日額 ６，５００円

景観アドバイザー 日額 ６，５００円

学校嘱託内科医師 年額 １８０，０００円＋８０円×児童生

徒数 

学校嘱託歯科医師 年額 １８０，０００円＋８０円×児童生

徒数 

学校嘱託眼科医師 年額 １８０，０００円＋８０円×児童生

徒数 

学校嘱託耳鼻科医師 年額 １８０，０００円＋８０円×児童生

徒数 

学校嘱託薬剤師 年額 １１０，０００円＋６５円×児童生

徒数 

公立学校教職員産業医師 年額 ３００，０００円

公立学校教職員健康管理医師 年額 ４０，０００円

選挙関係 選挙長 日額 １３，０００円

投票

管理

者 

投票所 日額 １３，０００円

期日前投

票所 

日額 １２，０００円

開票管理者 日額 １３，０００円

投票

立会

人 

投票所 日額 １１，０００円

期日前投

票所 

日額 １０，０００円

指定病院等に

おける不在者

投票の外部立

会人 

日額 １０，７００円の範囲内で従事す

る時間に応じ、任命権者が市長と

協議して定める額 

開票立会人 日額 １１，０００円

選挙立会人 日額 １１，０００円

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （各務原市水道事業及び下水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の廃止） 

２ 各務原市水道事業及び下水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関

する条例（昭和４８年条例第１８号）は、廃止する。 
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議第８５号 

各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 出産育児一時金の本体額及び加算額を改めるため、この条例を定めようとする。 
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各務原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

各務原市国民健康保険条例（昭和３８年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「４０万４，０００円」を「４０万８，０００円」に改め、同項た

だし書中「１万６，０００円」を「１万２，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児

一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前

の例による。 
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議第８６号

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例及び各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和３年１１月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 特定教育・保育施設等の電磁的方法による書面の作成等について定めるため、この

条例を定めようとする。
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各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

（各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正）

第１条 各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

  目次中「第５３条」の次に「・第５４条」を加える。

  第５条第２項から第５項までを削る。

  第３８条第２項を削る。

  第５３条を第５４条とし、第４章中同条の前に次の１条を加える。

  （電磁的記録等）

第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うこと

が規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。次項において同じ。）により行うことができる。

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出につい

ては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交

付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者

の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」

という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機

と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。第１号において同じ。）を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該特

定教育・保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
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ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護

者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧

に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当

該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電

磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルにその旨を記録する方法）

（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事

項を記録したものを交付する方法

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとすると

きは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。

（１）第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの

（２）ファイルへの記録の方式

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認

定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の

申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、記載事項の提供を

電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が

再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得

について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあ

り、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」

とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準

用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又
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は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、同項第１号イ及び第２

号中「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、同項第１号イ中「提供を

受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、

同項第２号中「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とある

のは「第６項において準用する前項各号」と、第４項各号列記以外の部分中「第

２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項を提供しよ

う」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意

を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において

準用する第２項各号」と、前項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「次

項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の

取得」と読み替えるものとする。

（各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２条 各務原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第４９条」の次に「・第５０条」を加える。 

  第４９条を第５０条とし、第６章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録） 

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されている、又は想定されるものについては、書面等に代えて、当該書

面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第８７号

   各務原市手数料条例の一部を改正する条例について

 各務原市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

  令和３年１１月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

認定長期優良住宅容積率制限特例許可申請手数料を定める等のため、この条例を定

めようとする。
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  各務原市手数料条例の一部を改正する条例

 各務原市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。

別表２２の項第１号中「第３項」を「第５項」に改め、「法第６条第１項各号に掲げ

る基準に適合していることについて、あらかじめ」を削り、「）による審査を受けた」

を「）が交付する同法第６条の２第５項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又

はこれらの写しが添付されている」に、「審査を受けた長期優良住宅建築等計画」を「確

認を受けた長期優良住宅建築等計画」に改め、同号ア中「６，０００円」を「１万４，

０００円」に、「９，０００円」を「２万円」に改め、同号イ中「を、当該共同住宅等

に係る計画の認定について同時に申請する住戸の数の合計数で除して得た金額（１０

０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号イ（ア）中「１万

２，０００円」を「２万４，０００円」に、「１万８，０００円」を「３万５，０００

円」に改め、同号イ（イ）中「２万１，０００円」を「３万８，０００円」に、「３万

２，０００円」を「５万６，０００円」に改め、同号イ（ウ）中「３万１，０００円」

を「６万２，０００円」に、「４万６，０００円」を「９万２，０００円」に改め、同

号イ（エ）中「５万７，０００円」を「９万８，０００円」に、「８万５，０００円」

を「１４万６，０００円」に改め、同号イ（オ）中「９万７，０００円」を「１４万

８，０００円」に、「１４万５，０００円」を「２２万１，０００円」に改め、同号イ

（カ）中「１６万円」を「２５万円」に、「２３万９，０００円」を「３７万４，００

０円」に改め、同号イ（キ）中「１９万６，０００円」を「３１万６，０００円」に、

「２９万４，０００円」を「４７万２，０００円」に改め、同号イ（ク）中「２０万

９，０００円」を「３５万８，０００円」に、「３１万４，０００円」を「５３万６，

０００円」に改め、同項第２号を削り、同項第３号中「第３項」を「第５項」に、「前

２号」を「前号」に改め、同号イ中「を、当該共同住宅等に係る計画の認定について

同時に申請する住戸の数の合計数で除して得た金額（１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号中「第３項」

を「第５項」に、「前３号」を「前２号」に改め、「を当該申請に係る計画の認定につ

いて同時に申請する住戸の数の合計数で除して得た金額（１００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号を同項第３号とし、同項第５号中「の規

定による」を「に規定する」に改め、「決定した場合」の次に「又は同条第３項に規定

する管理者等が選任された場合」を加え、「法第６条第１項各号に掲げる基準に適合し

ていることにつき、あらかじめ」を削り、「による審査を受けたもの」を「が交付する
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住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２第５項に規定する確認書若しくは住

宅性能評価書又はこれらの写しを添付する場合」に、「審査を受けた長期優良住宅建築

等計画」を「確認を受けた長期優良住宅建築等計画」に改め、同号ア中「３，０００

円」を「７，０００円」に、「４，５００円」を「１万円」に改め、同号イ中「を、当

該共同住宅等の住戸のうち既に計画の認定を受けた住戸の数の合計数で除して得た金

額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号イ（ア）

中「６，０００円」を「１万２，０００円」に、「９，０００円」を「１万７，５００

円」に改め、同号イ（イ）中「１万５００円」を「１万９，０００円」に、「１万６，

０００円」を「２万８，０００円」に改め、同号イ（ウ）中「１万５，５００円」を

「３万１，０００円」に、「２万３，０００円」を「４万６，０００円」に改め、同号

イ（エ）中「２万８，５００円」を「４万９，０００円」に、「４万２，５００円」を

「７万３，０００円」に改め、同号イ（オ）中「４万８，５００円」を「７万４，０

００円」に、「７万２，５００円」を「１１万５００円」に改め、同号イ（カ）中「８

万円」を「１２万５，０００円」に、「１１万９，５００円」を「１８万７，０００円」

に改め、同号イ（キ）中「９万８，０００円」を「１５万８，０００円」に、「１４万

７，０００円」を「２３万６，０００円」に改め、同号イ（ク）中「１０万４，５０

０円」を「１７万９，０００円」に、「１５万７，０００円」を「２６万８，０００円」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第６号を削り、同項第７号中「の規定による」

を「に規定する」に改め、「決定した場合」の次に「又は同条第３項に規定する管理者

等が選任された場合」を加え、「前２号」を「前号」に改め、同号イ中「を、当該共同

住宅等の住戸のうち既に計画の認定を受けた住戸の数の合計数で除して得た金額（１

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号を同項第５号と

し、同項第８号中「についての審査」の次に「の申出」を加え、「の規定による」を「に

規定する」に改め、「決定した場合」の次に「又は同条第３項に規定する管理者等が選

任された場合」を加え、「前３号」を「前２号」に改め、「を申請に係る住戸数で除し

て得た金額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号

を同項第６号とし、同項に次の１号を加える。

７ 法第１８条第１項に

規定する認定長期優良

住宅建築等計画に基づ

く建築に係る住宅の容

積率に係る制限の特例

認定長期優良住

宅容積率制限特

例許可申請手数

料 

１件につき１６万円 
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の許可の申請に対する

審査 

附 則

この条例は、令和４年２月２０日から施行する。
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議第８８号

   公の施設の指定管理者の指定について

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。

  令和３年１１月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

   各務原市桐野町ふれあいセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

   各務原市那加桐野町６丁目２６８番地

    各務原市那加桐野町自治会

     会長 村 瀬 尚 武

３ 指定の期間

   令和４年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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議第８９号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  令和３年１１月２６日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   各務原市下切町５丁目１番地 

    公益財団法人岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 

     理事長 松 井 孝 典 

３ 指定の期間 

   令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議第９０号

   市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次のとおり市道

路線を認定するものとする。

  令和３年１１月２６日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

開発行為により設置された道路を市道として認定しようとする。

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道

鵜１４１８号線

各務原市鵜沼羽場町２丁目１７１番    地先から

各務原市鵜沼羽場町２丁目１７０番１３  地先まで

市道

那１１５１号線

各務原市入会町４丁目６９番１      地先から 

各務原市入会町４丁目６９番２      地先まで
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